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(57)【要約】
　本発明は、歯科用部材の配置装置、配置装置を用いた
歯科用部材の取り扱い方法、配置装置を用いて配置する
ための歯科用部材ならびに配置装置及び歯科用部材を備
える組に関する。歯科用部材（２）のための配置装置（
１）はインプラントであることが好ましく、近位端（１
１）、遠位端（１２）及び、遠位端（１２）を歯科用部
材に連結するための連結機構（２０）を備える。連結機
構は、長手方向軸（Ａ１）を有し、歯科用部材を係合す
るための、配置装置（１）に対してその長手方向軸（Ａ
１）に沿って移動可能である、少なくとも１つの可動ピ
ン（２１）を含む。それはまた、歯科用部材を係合する
ための配置装置（１）の遠位端において、長手方向軸（
Ａ２）を有する少なくとも１つの係合部（２８）を含む
。歯科用部材と配置装置との間の強固な連結は、係合部
（２８）の長手方向軸（Ａ２）を可動ピン（２１）の長
手方向軸（Ａ１）に対して角度（α）で配置することに
よって実現される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプラントであることが好ましい歯科用部材（２）のための、近位端（１１）、遠位
端（１２）及び、力及びトルクの付与を可能にするべく前記遠位端（１２）を前記歯科用
部材に連結するための連結機構（２０）を備える配置装置（１）であって、前記連結機構
が、
　長手方向軸（Ａ１）を有し、前記歯科用部材を係合するために、前記配置装置（１）に
対してその長手方向軸（Ａ１）に沿って移動可能である少なくとも１つの可動ピン（２１
）と、
　前記配置装置（１）の前記遠位端において前記歯科用部材を係合するための、長手方向
軸（Ａ２）を有する少なくとも１つの係合部（２８）であって、前記係合部（２８）の前
記長手方向軸（Ａ２）が前記可動ピン（２１）の前記長手方向軸（Ａ１）に対して角度（
α）で配置される前記係合部と、
　を含む、配置装置（１）。
【請求項２】
　前記係合部（２８）が前記配置装置（１）の長手方向軸（Ａ３）に沿って整合する、請
求項１に記載の配置装置（１）。
【請求項３】
　引込み位置と係合位置との間で前記可動ピン（２１）を移動させるための作動手段（３
０）を前記連結機構（２０）がさらに備える、請求項１または２に記載の配置装置（１）
。
【請求項４】
　前記作動手段（３０）が前記可動ピン（２１）に回転を与えるよう適合される、請求項
３に記載の配置装置（１）。
【請求項５】
　少なくとも前記可動ピン（２１）の引出し及び／または引込みを補助するための駆動機
構（４０）を前記作動手段（３０）がさらに備える、請求項３または４に記載の配置装置
（１）。
【請求項６】
　前記可動ピン（２１）の前記長手方向軸（Ａ１）と前記係合部（２８）の前記長手方向
軸（Ａ２）との間の前記角度（α）が、３°から８０°の間であり、２０°と６０°との
間であることが好ましく、２５°から５０°との間であることがさらに好ましい、先行請
求項のいずれか１項に記載の配置装置（１）。
【請求項７】
　前記可動ピン（２１）の前記位置を、その引込み及び／または係合位置においてロック
するために配置されるロック機構（５０）をさらに備える 、先行請求項のいずれか１項
に記載の配置装置（１）。
【請求項８】
　配置装置（１）に、特に請求項１から７のいずれかに記載の前記配置装置（１）に連結
するための歯科用部材であって、前記歯科用部材（２）が前記配置装置（１）の界面を構
成する近位端（６３）及び遠位端（６４）を備え、
　それを通って画定される第１の長手方向軸（Ａ４）を有し、前記配置装置の可動ピンと
相互作用するための少なくとも１つの第１の係合部（６１）と、
　それを通って画定される第２の長手方向軸（Ａ５）を有し、前記配置装置の係合部（６
２）と相互作用するための少なくとも１つの第２の係合部（６２）と、
　を前記界面が備え、
　前記第１の長手方向軸（Ａ４）が前記第２の長手方向軸（Ａ５）に対して角度（α）で
配置される、
　歯科用部材。
【請求項９】
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　前記第１の係合部（６１）が前記第２の係合部（６２）内に配置される、請求項８に記
載の歯科用部材。
【請求項１０】
　請求項１から７のいずれかに記載の配置装置（１）及び、請求項８または９に記載の歯
科用部材、特にインプラントを備える移植セット。
【請求項１１】
　配置装置、特に請求項１から８のいずれかに記載の前記配置装置（１）を用いた歯科用
部材の取り扱い方法（１）であって、
　前記配置装置（１）の遠位端（１２）に位置する少なくとも１つの係合部（２８）を前
記歯科用部材（２）の第２の係合部（６２）と係合するための第１の軸に沿って、または
その周囲で前記配置装置（１）を移動させ、
　前記配置装置（１）の少なくとも１つの可動ピン（２１）を第２の軸に沿って、または
その周囲で、前記歯科用部材の第１の係合部（６１）内に挿入するステップを含み、
　前記係合部（Ａ２）の長手方向軸の向きが前記可動ピン（Ａ１）の長手方向軸の向きと
異なる、
　方法。
【請求項１２】
　前記係合部（２８）の前記係合が、前記可動ピン（２１）の運動を可能にするために前
記配置装置（１）のロック機構（５０）を分離する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記可動ピン（２１）の前記挿入及び／または引込みが少なくとも駆動機構（４０）に
よって補助される、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記可動ピン（２１）の前記第１の係合部（６１）内への前記挿入が、前記可動ピン（
２１）を引込むために前記駆動機構（４０）を付勢する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　好ましくは前記可動ピン（２１）を前記第１の係合部（６１）から引込むために、前記
駆動機構（４０）が作動手段（３０）によって作動する、請求項１３または１４に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科用部材の配置装置、配置装置を用いた歯科用部材の取り扱い方法、配置
装置を用いて配置するための歯科用部材ならびに配置装置及び歯科用部材を備える組に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科技術において利用される歯科用部材は比較的小型であり、処置中に確実に保持され
ていない場合に紛失のリスクを受けやすい。紛失されると、患者の嚥下反射によりこのよ
うな部材が患者の喉に入る可能性がある。呼吸反射の結果として歯科用部材が患者の気道
に導入されるリスクも存在する。これらの悪影響を及ぼす可能性があるイベントは、患者
の口腔内での歯科用部材の配置または取り外し時に発生する可能性が最も高い。
【０００３】
　さらに、歯科用部材はまた取り扱い中、例えばその包装の取り外し後の部材の患者への
移送時に、口腔外に落下する可能性がある。別の物体にぶつかる場合、これらの部材は損
傷を受ける可能性がある。セラミックなどの脆性材料は欠ける可能性がより高くなる場合
があるのに対して、歯科用金属部材は変形する可能性が高い。歯科医術においてこのよう
な損傷を受けた部材の再配置は特に、歯科用部材がカスタマイズされている場合に、しば
しば実現が困難である。さらに、部材の制御が効かなくなると、悪影響を及ぼす可能性が
ある環境に曝される可能性が高まり、再殺菌が必要となる場合がある。その結果、患者の
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チェアタイムが長引き、患者にとって不便であるだけでなく、さらに費用がかかる。
【０００４】
　このような問題を回避するため、ＵＳ２００６／０１３１９０６Ａ１において開示され
た歯科用補綴のための手工具などの歯科用部材を取り扱う装置が提案されている。手工具
は、物体を受けるためにコレット要素を受入凹部に配置した開口受入凹部を前端域に有す
るグリップ部を備える。工具はさらに、コレット要素の作動装置を含む。
【０００５】
　しかし、コレット要素は単に側面から歯科用部材を把持し、前記部材を手工具に固定す
る。このような手工具へのトルクの付与を可能にするためにコレット要素は、歯科用部材
を緊張させるリスクを有する硬いグリップを必要とするか、または、コレット要素から歯
科用部材へのトルクの伝達を可能にする把持面上の構造的特徴を必要とする。後者の手法
を用いると、構造的特徴は、手工具に付与されたトルクの一部をコレット要素に対して外
方に向かう力に変換させる傾向がある。コレット要素が開くようにこの力が促すため、グ
リップのゆるみ及び、それによる歯科用部材の紛失を防ぐために、ロック機構などの付加
的な特徴が必要とされる。その結果、手工具はその接合界面においてより嵩張り、より複
雑になる。
【０００６】
　これらの観察に留意した上で、本発明の目的は、確実かつ強固な接合をもたらす歯科用
部材の配置装置を提供することであった。しかし、配置装置と歯科用部材との間の接合は
、歯科用部材がその所定の位置に配置されると容易に分離可能となるべきである。すなわ
ち、本発明の目的は、しっかりした接合を確立し、容易な分離を確実にするという同時の
目的のための解決法を発見することであった。さらにトルクの付与は、配置装置と歯科用
部材との間の連結機構に干渉するべきではない。
【０００７】
　本発明の別の目的は、歯科用部材の環境曝露から生じる可能性のある、あらゆるリスク
を低減することである。また、配置装置は、隣接する歯、歯茎組織または骨組織に干渉す
ることなく口腔内の小空間において容易に誘導することができる、より小型の設計を有す
る。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明とともに上述の目的に言及され、従属請求項が本発明のさらなる実施形態を特定
する独立請求項において、その解決法が定義される。
【０００９】
　本発明はより詳細には、インプラントであることが好ましい歯科用部材の配置装置を提
供する。配置装置は、近位端、遠位端及び、遠位端を歯科用部材に連結するための連結機
構を備える。連結機構は、長手方向軸を有し、歯科用部材を係合するための、配置装置に
対してその長手方向軸に沿って移動可能である少なくとも１つの可動ピンを含む。前記機
構はまた、歯科用部材との係合のための配置装置の遠位端において少なくとも１つの係合
部を含み、係合部はまた長手方向軸を有し、係合部の長手方向軸が可動ピンの長手方向軸
に対して角度を持って配置される。
【００１０】
　上記の通り定義された特徴を有する本発明による配置装置は、６自由度全てにおける歯
科用部材の強固な取り付けを提供する。このように、配置装置と歯科用部材との間の連結
により、歯科用部材の意図しない分離のリスクなしにユーザが力及びトルクを付与するこ
とが可能になる。これにより、配置装置が広範な歯科用処置に応用可能になる。
【００１１】
　互いに０以外の角度で配向される係合部及び可動ピンにより、これらの２つの特徴が歯
科用部材と係合すると、固く確実な接合が実現される。この係合は、成形嵌合またはポジ
ティブロック嵌合によって実現される。この成形嵌合はトルクの付与に影響されず、すな
わち、特に成形嵌合がトルクの回転軸が位置する面において確立される場合には、成形嵌
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合には接合のゆるみまたは締め付けなどの大した影響がない。その結果、本発明による配
置装置はまた、歯科用部材の容易な分離を確実にする。
【００１２】
　上記の通り定義された配置装置の構造により、係合を確立する特徴の配置によるその周
囲における任意の付加的な特徴を必要とする歯科用部材なしに、歯科用部材への強固な接
合が可能になる。その結果、歯科用部材及び配置装置の両方は、処置中の隣接する歯、歯
茎組織または骨組織への干渉が大幅に低減するように、先行技術の取り扱い装置よりも小
型に設計することができる。
【００１３】
　係合部はピンであってもよく、固定ピン、及び／または凹部であることが好ましい。係
合部の形状は、他の歯科用部材の取り付けを意図する特徴などの歯科用部材の既存の構造
に対応するように選択されることが好ましい。例えば歯科用部材は、スペーサ、アバット
メント、マルチユニットアバットメント、上部構造またはプロテーゼなどの他の歯科用部
材を装着することができる頬骨インプラントなどの歯科用インプラントであってもよい。
【００１４】
　本発明の文脈において、長手方向軸は可動ピン及び／または凹部の長さの方向に延びる
線である、すなわち、長手方向軸は可動ピン及び／または凹部の長手方向に走っているこ
とを理解すべきである。例えば、可動ピンが湾曲した可動ピンとして形成される場合、ピ
ンの長手方向軸は同様に湾曲し、係合しているインプラントのピンの部分はその後、係合
部の長手方向軸に対して角度を持って配置される。
【００１５】
　配置装置と歯科用部材との間の接合強度を高めるために、１つ以上の係合部及び／また
は可動ピンが利用されてもよい。
【００１６】
　歯科用部材への接合を確立するために、可動ピンは引込み位置と引出し位置との間で移
動可能である。引込み位置において、係合部は歯科用部材内のガイド孔が可動ピンの軌道
と整合するように歯科用部材と係合する。係合すると、可動ピンは前記ガイド孔に導入さ
れ、それによって上述の成形嵌合を確立することができる。
【００１７】
　配置装置の好ましい実施形態において、係合部は配置装置の長手方向軸に沿って整合す
る。
【００１８】
　本実施形態における係合部の向きは、単に部材に向かってまっすぐに装置を移動させる
ことによって、隣接する物体への干渉を引き起こす可能性のある横移動なしに、配置装置
と歯科用部材との間の接合を確立できるという利点を有する。
【００１９】
　より詳細には、本実施形態における配置装置の長手方向軸は、配置装置が連結のために
歯科用部材に近づく間の運動方向と基本的に一致する。すなわち、横移動なしに係合が実
現されるように係合部の係合方向が選択される。第２のステップにおいて、可動ピンはそ
の後、その引出しまたは展開位置に移動し、係合部の長手方向軸に対して角度を持って歯
科用部材と係合する。
【００２０】
　可動ピンの長手方向軸が係合部の長手方向軸に対して角度を持って配置されるため、歯
科用部材に入る前に配置装置の遠位端内に方向を変えることができるように、可動ピンは
可撓性であってもよい。このように、配置装置の設計はその遠位端においてより小型にす
ることで、患者の口腔内に誘導するための空間をより広く提供することができる。
【００２１】
　さらに好ましい実施形態において、係合部の長手方向軸は、可動ピンの長手方向軸に対
して０以外の角度で配置される。特に、可動ピンは配置装置の長手方向軸に沿って整合す
る。
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【００２２】
　本実施形態において、可動ピンが配置装置の長手方向軸に沿って引込み及び引出すこと
ができる、すなわち可動ピンの方向を変えることが必要ないように、可動ピン作動手段が
形成される。これにより、特に固定ピンまたは固定凹部として形成される係合部と組み合
わせた場合に、可動ピンの作動手段の単純かつ確実な設計が可能になる。
【００２３】
　別の好ましい実施形態において、配置装置の連結機構は、引込み位置と係合位置との間
で前記可動ピンを移動させるための作動手段をさらに備える。
【００２４】
　作動手段により、ユーザが可動ピンを手動で動かすことが可能になる。このように、作
動手段は歯科用部材の配置装置との係合及び／または離脱を容易にする。すなわち、ユー
ザは少なくとも、前記歯科用部材との係合または離脱を開始することが可能である。配置
装置は、患者の口腔内の誘導時に、片手でのこの動作を容易にし、歯科用部材のいっそう
容易な取り扱いを可能にするように設計されることが好ましい。
【００２５】
　別の実施形態において、上述の作動手段は、可動ピンに回転を与えるよう適合される。
【００２６】
　引込み位置と係合位置との間の少なくとも１つの方向の、運動時の可動ピンの回転によ
り、係合及び／または離脱が引き起こされる。すなわち、可動ピンはフックのように作動
してもよい。当然、配置装置と歯科用部材との間の界面におけるピンの長手方向軸の向き
は依然として、前記界面における係合の長手方向軸の向きとは異なる必要がある。
【００２７】
　並進移動に加えて可動ピンの長手方向で回転が加えられる場合、歯科用部材のガイド孔
内のピンの運動は、係合及び離脱中により円滑である。さらに、回転はまた、回転運動を
並進運動に変換し、またはその逆を行うためのねじ機構などの上述の作動手段の機構の一
部であってもよい。
【００２８】
　本発明の別の特に好ましい実施形態において作動手段は、少なくとも前記可動ピンの引
出し及び／または引込みを補助するための駆動機構を備える。
【００２９】
　駆動機構を配置装置に組み込むことで、ユーザによる装置の取り扱いが特に容易になる
。ピンの実際の運動に必要な作業が駆動機構によって実施されるか、または提供されるの
に対して、ユーザは少なくとも１つの方向での可動ピンの運動を開始する必要があるのみ
である。このように、本実施形態の配置装置は片手で利用可能であるだけでなく、手また
は指の最小限の運動のみを必要とする。その結果、歯科用部材を高精度で配置することが
いっそう容易になり、配置装置の連結機構の操作による引込みまたは引出し中の可動ピン
の誤配置のリスクが低減する。
【００３０】
　本発明による駆動機構は少なくとも、ある方向での可動ピンの移動を補助する。この場
合、駆動機構を付勢するために、別の方向での可動ピンの運動が利用されることが好まし
い。付勢された駆動機構はボールペン機構と同様に作用してもよく、可動ピンを引込みま
たは引出すために必要なエネルギーを蓄積する。このような機構を設計するために利用さ
れてもよい機械的手段は、をばね、スライダ、ウェッジ、キー、スレッド及びカムを含む
。駆動機構はそれ自体の引出し及び／または引込み中に可動ピンの移動を補助するだけで
なく、前記運動を実行することが好ましい。
【００３１】
　配置装置の好ましい実施形態において、可動ピンの長手方向軸と係合部の長手方向軸と
の間の角度は、３°から８０°の間であり、２０°と６０°の間であることが好ましく、
２５°から５０°の間であることがさらに好ましい。
【００３２】
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　これらの角度は、配置装置と歯科用部材との間の強固な接合を確立するように示される
。接合の品質は上述の範囲に応じて改善される傾向にある。角度が高いほど、力がより伝
達されることが可能になることが明らかになった。一方、角度が低いほど、幅方向、すな
わち配置装置及び歯科用部材の横に必要な空間は小さくなる。
【００３３】
　さらに別の実施形態において、配置装置は、その引込み及び／または係合位置において
可動ピンの位置をロックするように配置されるロック機構を備える。
【００３４】
　ロック機構には、係合部と歯科用部材との間の係合前が確立される前に可動ピンを偶発
的に移動させることが不可能であるという利点がある。このような意図しない可動ピンの
尚早な運動は、特に歯科医などのユーザにとって、患者の口腔内での歯科用部材の誘導時
には困難である。ロック機構はまた、可動ピンの尚早な運動によって引き起こされる可能
性があるあらゆる損傷を防ぐ。
【００３５】
　より詳細には、ロック機構は係合部が歯科用部材と適切に係合されるまで、その引込み
位置で可動ピンをロックする。この条件が満たされる場合にのみ、ロック機構は、配置装
置と歯科用部材との間の係合が互いに所定の相対位置で起こるように可動ピンを分離する
。
【００３６】
　本発明はさらに、配置装置、特に上述のような配置装置を連結するための歯科用部材を
提供する。歯科用部材は、近位端及び遠位端を備え、近位端は配置装置との係合のための
界面を構成する。界面は、それを通って画定される第１の長手方向軸を有する少なくとも
１つの第１の係合部及び、それを通って画定される第２の長手方向軸を有する少なくとも
１つの第２の係合部を備え、第１の長手方向軸は第２の長手方向軸に対して角度を持って
配置される。
【００３７】
　これらの特徴を有する歯科用部材は、歯科用部材の意図しない離脱のリスクを最小限に
留めながら、力及びトルクを取り扱い、伝達するための配置装置との強固な接合または係
合を容易にする。
【００３８】
　上述の配置装置で利用すると、第１の係合部は少なくとも１つの可動ピンと相互作用し
、第２の係合部は少なくとも１つの係合部と相互作用する。このように第１の係合部は、
受入前記可動ピンのためのガイド孔などの凹部として形成されることが好ましい。第２の
係合部は、配置装置の係合部に対応するための凹部及び／または突起によって構成されて
もよい。
【００３９】
　上述のように、歯科用部材は、歯科用または頬骨インプラントなどのインプラント、ア
バットメント、マルチユニットアバットメント、ブリッジ、義歯（複数可）、有床義歯な
どの上部構造であってもよい。
【００４０】
　歯科用部材の別の実施形態において、歯科用部材の第１の係合部は第２の係合部内に配
置される。
【００４１】
　第１の係合部及び第２の係合部のこの配置は、口腔内での歯科用部材の配置後に環境、
特に患者の口腔菌叢に曝露される歯科用部材の領域を最小限にする。より詳細には、第１
の係合部は第２の係合部内に配置されるため、例えば歯科用部材上に別の歯科用部材を配
置することによって、第１の係合部を封止することができる。
【００４２】
　別の歯科用部材との接合を意図される歯科用部材の一部を第２の係合部が構成すること
が好ましい。例えば、第２の係合部は、アバットメントなどの別の歯科用部材の装着を意
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図されてもよい。このアバットメントはその後、第１の係合部の患者の口腔菌叢との接触
を良好に防止するように、第１の係合部を封止する。
【００４３】
　本発明はさらに、上述の配置装置及び、上述の実施形態の１つによる歯科用部材、特に
インプラントを備える移植セットを提供する。
【００４４】
　本発明による移植セットは、患者の処置が開始される前に事前に組み立てられてもよい
という利点を有する。組立ては、殺菌され、歯科医院における挿入の準備ができた状態で
提供することができるように、例えば生産設備または歯科技工所などの歯科用部材の出所
において行われることが好ましい。配置装置が駆動機構を備える場合、可動ピンの作動を
容易にするために駆動機構がすでに付勢されていてもよい。
【００４５】
　本発明はまた、配置装置、特に上述の配置装置を用いた歯科用部材の取り扱い方法を提
示し、本方法は以下のステップを備える。１つのステップにおいて配置装置は、配置装置
の遠位端に位置する少なくとも１つの係合部を歯科用部材の第２の係合部と係合するため
の第１の軸に沿って、またはその周囲を移動する。本方法の別のステップにおいて、配置
装置の少なくとも１つの可動ピンが第２の軸に沿って、またはその周囲で、歯科用部材の
第１の係合部内に挿入される。係合部及び可動部はそれぞれ、長手方向軸を有し、係合部
の長手方向軸の向きは、可動ピンの長手方向軸の向きと異なる。
【００４６】
　配置装置及び歯科用部材の相互作用は、これらの２つの部材の間を確実に連結する。連
結は、配置装置の係合部と歯科用部材の対応する係合部との間の係合後に可動ピンを前進
させることによって確立される。可動ピンの歯科用部材内への挿入は、上述された利点を
提供しながら、６自由度全てにおける歯科用部材と配置装置との間の連結を確立する。
【００４７】
　可動ピン及び／または係合部が軸の周囲で、すなわち回転運動によって係合する場合、
強固な連結をもたらす上述の成形嵌合を実現するために、配置装置と歯科用部材との間の
界面における長手方向軸の向きは依然として異なっていなければならない。
【００４８】
　本方法の好ましい実施形態において、係合部の係合は可動ピンの運動を可能にするため
に、配置装置のロック機構を分離する。
【００４９】
　本実施形態は、可動ピンのあらゆる作動前に、配置装置の界面と歯科用部材の界面との
間の適切な整合を確実にする。このように、本実施形態はさらに、可動ピン及び前記界面
のあらゆる損傷を防ぐ。
【００５０】
　本発明の方法の別の好ましい実施形態において、可動ピンの挿入及び／または引込みは
少なくとも、駆動機構によって補助される。
【００５１】
　駆動機構の支持により、歯科用部材の取り扱いは特に容易になる。駆動機構により、ユ
ーザは配置装置と歯科用部材との間の接合を開始し、かつ／または解放するために最小限
の力を加えることのみを求められる。さらに、これは片手のみで容易に実現されてもよい
。
【００５２】
　さらに別の実施形態において、可動ピンの第１の係合部内への挿入は、可動ピンを引込
むための駆動機構を付勢する。
【００５３】
　このような付勢動作のために構成される駆動機構は単純な設計を有すことができ、同時
に片手制御の上述の有利な選択肢を提供する。より詳細には、歯科用部材の配置装置への
連結時に、本実施形態の駆動機構が付勢される。処置が歯科用部材の導入を含む場合、駆
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動機構を付勢するために患者が存在する必要はない。代わりに、工場または歯科技工所に
おいて付勢するステップが実行されてもよい。駆動機構は付勢されると、例えば操作ボタ
ンまたはハンドルを押し込むか、引き上げるか、または回すことによって最小限の力の付
与で作動して、歯科用部材の配置装置からの分離をもたらす。
【００５４】
　本方法の好ましい実施形態において、好ましくは可動ピンを第１の係合部から引込むた
めの作動手段によって駆動機構は作動する。
【００５５】
　本実施形態は、駆動機構を作動手段と接合する。作動手段はまた、歯科用部材の配置ま
たは引込みのために駆動機構を付勢するように利用されてもよい。特に歯科用部材を回収
する上では、歯科用部材の回収が良好に実現される前に数回の試験が必要となる可能性が
あるため、配置装置の連結機構を再度付勢する作動手段の利用は、有利である。
【００５６】
　本方法の好ましい実施形態において、歯科用部材は移植部位に配置される。歯科用部材
は、インプラント、特に頬骨インプラントであることが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
　本発明は、添付図面を参照して、以下により詳細に説明される。
【００５８】
【図１】歯科用部材と係合する、本発明による配置装置を示す。
【図２】配置装置の遠位端における接合界面の詳細な拡大図を示す。
【図３】図２に示される配置装置の遠位端の断面を示す。
【図４】第１の実施形態による、歯科用部材の冠状端と係合する配置装置の断面を示す。
【図５】第１の実施形態による、配置装置を用いた接合のための歯科用部材の冠状界面の
拡大詳細図を示す。
【図６】第２の実施形態による、配置装置を用いた接合のための歯科用部材の冠状界面の
拡大詳細図を示す。
【図７】第２の実施形態による、歯科用部材の冠状端と係合する配置装置の断面を示す。
【図８】歯科用部材、特に頬骨インプラントの、患者の口腔内での配置を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　容易に参照できるように、同一もしくは同様の特徴または、同じ機能もしくは目的を実
現する特徴が、同じ、または同様の参照符号を用いて示される。異なる実施形態の同じ特
徴は概して、同じ基本的な２桁の参照番号を最後の２桁として利用して示される。例えば
、１と１０１の参照番号を利用して配置装置の異なる実施形態が示される。特に明記され
ない限り、これらの異なる実施形態の特徴は、その記載を省略するように、同じ機能及び
効果について述べる。
【００６０】
　図１は、歯科用部材２に接合される配置装置１、特に、歯科用配置装置の第１の実施形
態を示す。歯科用部材２は、遠位または先端６４及び近位または冠状端６３を有する。図
１の歯科用部材２は、歯科用インプラント、特に頬骨インプラントである。歯科用部材２
はまた、上述の歯科用部材の１つなどの任意の他の歯科用部材であってもよい。歯科用部
材２の近位端６３は、配置装置１の遠位端１２に接合される。すなわち、歯科用部材２は
その近位端６３において、配置装置１の遠位端１２で係合界面２６に接合されるよう構成
される係合界面６６を備える。
【００６１】
　図１からわかるように、配置装置１のその遠位端１２における外形寸法は、歯科用部材
の近位端６３の外形寸法を超えて伸張しない。
【００６２】
　さらに、配置装置１は、配置装置１を取り扱うためのハンドル１０を有する。ハンドル
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１０は、シャフトとして形成されてもよく、配置装置１、また、ひいては歯科用部材２を
正確に操作するための配置装置１の固い把持をユーザに提供する。配置装置１の十分な把
持及び制御をもたらすために、前記ハンドル１０の任意の他の形式が利用されてもよいこ
とが当業者には理解される。例えば、ハンドル１０は楕円形または球形ですらあってもよ
い。
【００６３】
　配置装置１の近位端１１は、作動手段３０を備える。図１の作動手段３０は、制御ノブ
として構成される。前記ノブは、歯科用部材２を配置装置１との係合から分離するために
押し込まれることが好ましい。
【００６４】
　当然、作動手段３０はまた、配置装置１上の任意の他の位置に位置し、歯科用部材２を
係合し、かつ／または分離するための容易な取り扱い及び操作を可能にしてもよい。作動
手段３０は、歯科用部材２を係合し、かつ／または離脱させるために、押し込まれるか、
または押されることが好ましい。しかし、ユーザが配置装置１を取り扱う上でそれがさら
に有利である場合、連結機構２０を操作するために、押すこと、引くこと、及び／または
回ことによって作動手段が操作されてもよい。
【００６５】
　配置装置１は、図１の実施形態において、配置装置１を歯科用部材２と接合するために
基本的に歯科用部材２の長手方向軸Ａ６と整合する長手方向軸Ａ３を有する。このように
、図１の長手方向軸Ａ３はまた、配置装置１の大まかな係合方向を表す。
【００６６】
　図２は配置装置１の第１の実施形態の遠位端１２を示し、歯科用部材２との係合を確立
するための係合界面２６の詳細図を示す。係合界面２６は、本実施形態において固定ピン
として形成される係合部２８、及び可動ピン２１のためのガイド孔１４を備える（図３を
参照）。
【００６７】
　歯科用部材２との係合を可能にする配置装置１の連結機構は、可動ピン２１、ガイド孔
１４、及び係合部２８を含む。
【００６８】
　図２において、前記ガイド孔１４は固定ピン２８の外面に出る。したがって、歯科用部
材２の係合界面６６は、それぞれが固定ピン２８及び可動ピン２１受入のために配置装置
１の係合界面２６に向かって開く、対応する第１の係合部６１及び第２の係合部６２を有
する。ガイド孔１４は固定ピン２８の一体の部分であるため、可動ピン２１のための第１
の係合部または第１のガイド孔６１の封止は、第２の係合部または第２のガイド孔６２を
封止することによって自動的に実現されるので、別々に封止される必要がない。
【００６９】
　第２のガイド孔６２は、係合部２８の受入に加えて付加的な目的を有するように設計さ
れてもよい。例えば歯科用部材２を患者の口内に配置した後、第２のガイド孔６２は締結
手段６５を利用して別の歯科用部材を取り付けるために作用してもよい（図４及び５を参
照）。
【００７０】
　可動ピン２１のためのガイド孔１４の長手方向軸Ａ１は、固定ピン２８の長手方向軸Ａ
２に対して角度αで配置される。界面２６における長手方向軸Ａ１と長手方向軸Ａ２との
間の前記角度は、対応する第２の係合部６２への固定ピン２８の挿入及び、それに続く対
応する第１の係合部６１への可動ピン２１の挿入後の歯科用部材２の係合界面６６内での
強固な固定を確実にする。すなわち、それぞれの係合界面２６、６６における可動ピン２
１及び係合部２８の異なる向きは、配置装置１と歯科用部材２との間の成形嵌合またはポ
ジティブロック嵌合を確立する。
【００７１】
　係合界面２６は、図２に示される環状凹部などの付加的な形状的特徴部２２を有しても
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よい。このような付加的な形状的特徴部２２はまた、歯科用部材２との係合のために適合
されてもよい。例えば、図２に示される環状凹部２２はまた、歯科用部材２の六角形の特
徴部６７を係合するように構成されてもよい（図５及び６を参照）。前記形状的特徴部は
また、係合部２８が基本的に凹部として形成され、歯科用部材２の対応する係合部６２が
突起として設計されるように、第２のガイド孔６２の代わりとなってもよい。
【００７２】
　図３は、配置装置１のその遠位端１２における内部構成を示すための図２の断面図を示
す。特に、可動ピン２１は、配置装置１のガイド孔１４内のその初期引込み位置において
視認できる。可動ピン２１に取り付られるのは、作動手段３０である。作動手段３０は、
可動ピン２１の運動を補助するか、または引き起こすための上述の駆動手段によって補完
されてもよい。すなわち、作動手段３０及び駆動手段は、一体型ユニット及び配置装置の
連結機構２０の一部形成することができる。
【００７３】
　上述の通り、作動手段３０は単に、可動ピン２１の展開または引込みを開始するために
ユーザが操作することができるボタンまたはハンドルであってもよい。作動手段３０はさ
らに、ユーザによって付与される力／もしくはトルクを操作するための伝達、及び／また
は可動ピン２１の所望の運動をもたらすための駆動手段を含んでもよい。
【００７４】
　このように、作動手段３０は、初期、配置装置１内の引込み位置と引出し、係合位置と
の間の可動ピン２１の運動を確実にし、それによって 歯科用部材２及び配置装置１を効
果的に連結する。ピン２１の運動が並進及び／または回転運動であってもよいことが当業
者には理解される。
【００７５】
　配置装置１が駆動手段を備える場合には、それが提供する力及び／またはトルクは、ユ
ーザに最小限の力のみが求められるようにユーザが前記ピン２１を移動させることを補助
してもよい。これには、例えば患者の口腔内での歯科用部材２の配置及び分離中に所定の
位置に配置装置１を位置づけることか、または、引込みのために歯科用部材２との接合を
確立することにユーザがより集中することができるという利点がある。ユーザが必要とす
る最小限の動作は単に、連結機構２０を作動させるためのスイッチの操作などの、可動ピ
ン２１の運動を開始するために必要な動作であってもよい。
【００７６】
　さらに、作動手段３０及び駆動手段は、作動手段３０の操作によって付勢することがで
きる機構を形成するよう組み合わせられてもよい。１つの方向の可動ピン２１の運動は、
作動手段３０のそれに続く作動時に反対方向の運動を引き起こすために必要なエネルギー
を蓄積する。このような連結機構２０は、駆動手段が一般的にばね及び、ペンの一端での
ボタンによる作動手段によって構成される、ボールペンに見られる機構に類似する。ボタ
ンは、引込み位置と筆記位置との間でペンリフィルを移動させるための、次にばねを付勢
する伝達を操作する。ボタンが再度押し込まれるとすぐに、ペンリフィルは自動的にペン
の中に引込まれる。
【００７７】
　図４は、歯科用部材２と係合する配置装置１の断面図を示す。図４において、配置装置
１と歯科用部材２との間の接合はまだ完全には確立されていない。より詳細には、図４は
、歯科用部材２の第２の係合部６２に導入されている係合部２８のみを示す。しかし、可
動ピン２１のためのガイド孔１４の長手方向軸Ａ１が第１の係合部６１の長手方向軸Ａ４
と整合し、可動ピン２１の挿入を可能にする寸法を有するガイド孔として形成される方法
は、明確に視認できる。この位置において、配置装置１のガイド孔１４から歯科用部材２
の第１のガイド孔６１内への可動ピン２１の挿入はその後、装置と部材との間の成形嵌合
を確立する。
【００７８】
　挿入されると、ユーザが６自由度全てにおいて力を伝達する位置にあるように、歯科用



(12) JP 2018-521700 A 2018.8.9

10

20

30

40

50

部材２は配置装置１と係合してロックされる。
【００７９】
　本明細書の添付図面において示される実施形態において、係合部２８の長手方向軸Ａ２
は配置装置の長手方向軸Ａ３に対して傾斜し、可動ピン２１またはガイド孔１４の軸Ａ１
は長手方向軸Ａ３と平行に位置するが、配置装置１のこれらの２つの特徴部及び歯科用部
材２の対応する係合部の向きは容易に入れ替えることができる。
【００８０】
　ガイド孔１４及び係合部２８の向きが入れ替えられる場合、図４の実施形態において必
要な最小限の歯科用部材２の軸Ａ６に対して垂直方向の運動を効果的に排除することがで
きる。これには、配置装置１の遠位端１２が幅方向に歯科用部材２より大きくならず、界
面２６及び界面６６の係合中に前記方向の運動が必要とされないという利点がある。さら
にこのような実施形態において、上述の可撓性 ピン２１を利用することが有利である場
合がある。
【００８１】
　当然、係合部２８及び可動ピン２１のためのガイド孔１４をの両方を歯科用配置装置１
の長手方向軸Ａ３に対する角度をつけて置くことも可能である。
【００８２】
　配置装置１の係合界面２６は、歯科用部材２との係合のための任意の凹部及び／または
突起が配置装置１の長手方向軸Ａ３に対して垂直な幅を拡大しないように、歯科用配置装
置１の遠位方向を向くことが好ましい。
【００８３】
　図５及び６に示される歯科用部材２と１０２の係合界面の間の差異はそれぞれ、歯科用
部材２、１０２の係合界面６６、１６６における第１の係合部６１、１６１ａ、１６１ｂ
の数字及び配置にすぎない。
【００８４】
　上述の通り、患者の処置前後の汚染リスクに関しては特に有利である、第２の係合部６
２内に配置される１つのみの第１の係合部６１が図５に提示される。しかし第１のガイド
孔６１はまた、第１のガイド孔６１の外部の係合界面６６上に配置されてもよい。
【００８５】
　歯科用部材１０２は、ガイド孔の形式を取る２つの第１の係合部１６１ａ、１６１ｂを
備える。図５の歯科用部材２とは対照的に、ガイド孔は 第２の係合部１６２の両方の側
面の係合界面１６６上に配置される（図７を参照）。配置装置１０１と歯科用部材１０２
との間の接合に付加的な強度を与えるために、第１のガイド孔１６１ａ、１６１ｂのこの
配置が選択されている。
【００８６】
　図２から７における配置装置のために示されるように、係合部は可動ピンよりも高い強
度で設計されることが好ましい。例えば、図４及び７に示されるように配置装置１及び１
０１はそれぞれ、可動ピンよりもはるかに大きい断面を有する係合部２８、１２８を含む
。これにより、力及び／またはトルクの歯科用部材への移動のための付加的な強度が与え
られる。
【００８７】
　この構成はまた、ユーザが係合部を第１の係合部内に誘導することがより容易になるた
め、歯科用配置装置を歯科用部材と係合する第１のステップの間の利点をもたらす。
【００８８】
　係合部２８、１２８はまた、そのサイズが大きいため、可動ピン（複数可）のガイド孔
（複数可）を対応する係合部（複数可）と整合させるための係合界面の互いに対するより
良好な予備位置決めをもたらす。結果として、可動ピン２１、１２１の引き出し及び引込
みは容易になる。
【００８９】
　本発明による歯科用部材と配置装置との間の係合の強度に関しても、係合部２８の長手
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方向軸Ａ２と可動ピン２１の長手方向軸Ａ１との間の小さい角度αには、前記ピンに付与
される応力が最小限になるという利点がある。より詳細には、角度αが小さいほど、連結
時の可動ピンの剪断応力も小さくなる。
【００９０】
　本発明による配置装置と歯科用部材との係合または離脱は上述の通り実行され、さらに
ロック機構によって補完されてもよい。このようなロック機構は、係合部の歯科用部材と
の適切な係合が実現されるまで、可動ピンを確実にその初期引込み位置に留める。これに
より、歯科用部材の対応する係合部への可動ピンの引出しまたは展開時に配置装置または
歯科用部材に損傷が起こることを防ぐ。
【００９１】
　さらに歯科用部材の分離後、ロック機構はまた、可動ピンのあらゆる意図しない再展開
を防ぐために、その初期引込み位置に戻った後に可動ピンを固定してもよい。そうでなけ
ればこのような再展開は、配置装置、歯科用部材または患者の口腔への損傷をもたらす可
能性もある。
【００９２】
　図８は最終的に、本発明による配置装置１、１０１と共に利用されてもよい好ましい歯
科用部材２０２を示す。歯科用部材２０２は、患者の口腔内で義歯（複数可）を固定する
ために利用することができる頬骨インプラントである。しかし、これは歯科用部材の例に
すぎない。上述のような他の歯科用部材がまた、前記配置装置と共に利用されてもよい。
【００９３】
　本発明において歯科用部材として作用してもよい頬骨インプラントの移植のより詳細な
説明が、ＷＯ２０１０／００３４３３Ａ１において提示され、本明細書において参照文献
として援用される。
【符号の説明】
【００９４】
１、１０１　　　　　　　　配置装置
２、１０２、２０２　　　　歯科用部材
１０　　　　　　　　　　　インプラント配置装置のハンドル
１１　　　　　　　　　　　配置装置の近位端
１２　　　　　　　　　　　配置装置の遠位端
１４　　　　　　　　　　　ガイド孔
２０　　　　　　　　　　　連結機構
２１、１２１ａ、１２１ｂ　可動ピン
２２　　　　　　　　　　　係合界面の形状的特徴
２６　　　　　　　　　　　配置装置の係合界面
２８、１２８　　　　　　　係合部
３０、１３０　　　　　　　作動手段
６１、１６１ａ、１６１ｂ　第１の係合部／第１のガイド孔
６２、１６２　　　　　　　第２の係合部／第２のガイド孔
６３　　　　　　　　　　　歯科用部材の近位または冠状端
６４　　　　　　　　　　　歯科用部材の遠位または先端
６５　　　　　　　　　　　締結手段
６６、１６６　　　　　　　歯科用部材の係合界面
６７　　　　　　　　　　　歯科用部材の形状的特徴
Ａ１　　　　　　　　　　　可動ピン／ガイド孔の長手方向軸
Ａ２　　　　　　　　　　　係合部の長手方向軸
Ａ３　　　　　　　　　　　配置装置の長手方向軸
Ａ４　　　　　　　　　　　第１の係合部の長手方向軸
Ａ５　　　　　　　　　　　第２の係合部の長手方向軸
Ａ６　　　　　　　　　　　歯科用部材の長手方向軸
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